
様式第２７号（規則第２５条関係） 

年  月  日 

 

 美里町長  殿 

 

軽自動車税減免申請書 

 美里町税条例（第 89条第 1項・第 90 条第 1項第 1号・第 90 条第 1項第 2号）の規定に基づき、

下記のとおり減免を申請します。 

 

◆減免の申請者 

納
税
義
務
者 

住 所 

(所在地) 

 

電話番号 

 

氏 名 

(名 称) 

 個人番号 

(法人番号) 

             

◆減免を申請する理由（減免申請の種類） 

１．身体障害者等 ２．公益専用車両 ３．福祉車両 

４．その他（                                         ） 

◆減免を受ける軽自動車等 

車
両
情
報 

種別 

及び用途 

 総排気量又は定格

出力 

 

車両番号 

(標識番号) 

 
型 式 

 
最高出力 

 

届出等 

年月日 

 原動機型

式 

 
形 状 

 

定 置 場 
 

使用目的 
 

◆身体障害者等に係る情報等 

障 

害 
者 

住 所 
□納税義務者に同じ 

氏 名 
□納税義務者に同じ 

生年月日 
 

障害者手帳 

の番号 

 
手帳の種類 

□身体障害 □療育 

□戦傷病 

□精神保健 

障害の区分及 

び等級(程度) 

 手帳の交付年

月日 

 

運
転
者 

住 所 

(所在) 

□納税義務者に同じ □障害者に同じ 障害者との関

係 

 

氏 名 
□納税義務者に同じ □障害者に同じ  

（備考） 

 

 

 

 

 提出期限：  年  月  日 
 ※必ず提出期限までにご提出ください。 

備考 本様式は、必要に応じて記載事項を修正することができる。 

  

【お問い合わせ先】 

 987-8602 

 宮城県遠田郡美里町北浦字駒米13番地 

 美里町役場 税務課 住⺠税係 

 電話0229-33-2115（直通） 



 

●軽自動車税減免申請書の記載について 

 

１．軽自動車税減免申請書は、減免を申請する車両ごとに作成してください。 

 

２．減免に係る根拠条文については、以下を参照してください。 

（１）種別割の減免（美里町税条例第 89条第 1項） 
  町長は、公益のため直接専用する軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。 

（２）身体障害者等に対する種別割の減免（美里町税条例第 90条第 1項） 
  ①身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以 

下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢 18 歳未満のもの又は精神障害者と 

生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害 

者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身 

体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される 

世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの(1 台に限る。) 

②その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 

３．減免の申請者 

 ①納税義務者欄     納税通知書に記載された「住所又は所在」及び「氏名又は名称」 

を記載してください。 

 ②個人番号（法人番号） 納税義務者が個人である場合は「個人番号」を、法人である場合 

は「法人番号」を記載 

４．減免を申請する理由（減免申請の種類）欄 

 上記２を参照し、該当する項目に○を記載 

５．減免を受ける軽自動車等 

 継続検査証又は標識交付証明書に記載された車両情報を記載 

６．身体障害者等に係る情報等 

 上記４減免を申請する理由（減免新税の種類）が「１．身体障害者等」である場合に記載 

 ①障害者欄 障害の程度等により減免の可否を判断するため、障害者手帳等の写しを添付、又は申請時

に提示（※障害者手帳等の写しを添付した場合記載省略可） 

 ②運転者欄 減免申請車両を上記障害者の介護等で主に使用している者を記載 

７．備考 

 

【注意事項】 

・減免申請は、対象となる車両等に変更がなくても毎年度申請が必要となります。 

・「提出期限」までに申請書を提出しなかった場合、減免が受けられない場合があります。 

 

 


